
 

 

九州国立博物館 特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－明治時代の博物館構想－」 

展示会場造作業務に係る提案公募実施要領 

 

 

九州国立博物館では開館二十周年を記念し、令和７年１０月２１日（火）から令和７年１１

月３０日（日）までを会期として、太宰府における博物館設立の先駆けとなった明治６年に開

催された太宰府博覧会や博覧会から約２０年後に太宰府の地に常設の展示施設の建設が提唱

された鎮西博物館構想を紹介する特集展示を開催することとしている。 

この度、本特集展示において展示会場造作業務委託を行う事業者について、下記のとおり、

プロポーザル方式により募集する。 

 

 

１ 委託業務名 

九州国立博物館 特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－明治時代の博物館構想－」展示

会場造作業務 

 

２ 委託業務内容 

本業務の基本的な内容は、別紙仕様書に示すとおりとし、受託者が提出した提案書に基 

づき、当館と協議の上、業務を実施すること。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和７年１２月４日まで 

 

４ 委託料上限額 

１，９００千円以内（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

５ 参加資格 

以下の条件をすべて満たす者 

（１） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一 

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第 

２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）の 

うち、業種品目が０２－０３家具（室内装飾）または１３－０６サービス業種その他（広

告宣伝）で「AA」または「A」の等級に格付けされている者。 

（２） 委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するために必要な 

経営基盤を有していること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定する入札に参加 

できない者に該当しないこと。 



（４） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３ 

管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、 

破産法（平成１６年法律第７５号）、会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基 

づき、会社更生、再生、破産又は清算の手続をされていない者。 

（６） 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員又は暴力 

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（７）過去５年間に、元請として、公立博物館・美術館において特別展・企画展の展示会場   

造作業務を履行した実績が３件以上あること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

  軽微な質問は口頭で回答しますが、本公募全体に係る質問については、質問書（様式２）  

 により提出してください。 

（１） 提出方法 

持参又はファクス、電子メール 

（２） 提出期限 

令和７年６月１９日（木）午後５時００分（必着） 

（３） 質問に対する回答 

令和７年６月２０日（金）午後５時００分までに同じ内容を参加者全員にファック 

スにより送付します。ただし、質問または回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に

密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答します。 

 

７ 参加申込み 

（１） 提出書類 

・公募参加申込書（様式１） 

・参加資格（１）が証明できる書類（「福岡県競争入札参加資格決定通知書の写し」） 

・参加資格（７）が証明できる書類（契約書、請書の写し ※件名、契約年月日、発注 

者・受託者双方の押印された署名欄（請書の場合は受託者のみで可）を含む） 

（２） 提出方法 

持参又は郵送すること（持参の場合は平日の９時００分から１７時００分までとし、 

土曜日、日曜日及び祝日には受領しない。郵送の場合は必着とする。） 

（３） 提出期限 

令和７年６月２５日（水）午後５時００分（必着） 

（４） 参加資格審査の通知 

参加資格の審査は、参加申込書の提出期限の日を基準日として行うものとし、その結 

果は令和７年６月２６日（木）までに通知する。 

（５） 審査結果に対する質疑応答 

審査結果に対して質疑がある場合は、通知後５日以内に限り問合せを受け付ける。 



問合せは１１に記載する場所まで書面をもって行うこと。質疑に対しては書面にて回答 

する。 

（６） 辞退について 

参加申込み後の辞退は、書面（任意様式。ただしファックス不可。）により令和７年７ 

月１７日（木）午後３時００分までに電話連絡の上、提出してください。 

 

８ 企画提案書の提出 

上記７（４）に示す参加資格を有することの通知を受けた者は、次により企画提案書を 

提出すること。なお、提出期限までに企画提案書を提出しない者は、審査の対象外とする。 

（１） 提出書類及び部数 

   ・業務実績調書（様式３）      ６部 

    過去５年間の博物館等において特別展・企画展の展示会場造作業務を履行した実績に

ついて記載すること。複数の業務実績を有する場合は、内容等が本業務に類似してい

ると思われるものから最大５件までを記載すること。 

   ・総括責任者調書（様式４）     ６部 

    ３か月以上直接雇用され、過去５年間において、上記業務実績調書記載の実績を持つ

総括責任者について記載すること。（氏名、所属・役職、経歴・職歴、過去５年間の業

務実績（最大５件））。 

・企画提案書（様式５）       ６部 

 様式５を表紙とし、任意の様式で作成すること。 

 提案書の作成に当たっては、「仕様書」、「特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－明治

時代の博物館構想－」企画書」、「特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－明治時代の博

物館構想－」展示概要」（申込者にのみ別途提供）、「九州国立博物館４階文化交流展示

室第１１室図面」、「九州国立博物館４階文化交流展示室第１１室出入口 現状」等すべ

ての書類を参照のうえ作成すること。 

・業務スケジュール案（任意様式）  ６部 

・見積書（任意様式）        ６部 

 ※総額のみでなく、内訳が分かるような表記とすること。 

（２） 提出期限 

令和７年７月１７日（木） 午後３時００分 

（３） 提出場所 

１１に記載する場所 

（４） 提出方法 

持参又は郵送（簡易郵便に限る）すること（持参の場合は平日の９時００分から 

１７時００分までとし、土曜日、日曜日及び祝日には受領しない。郵送の場合は必着と 

する。） 

（５） 提出にあたっての注意事項 

・企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 



・提出された企画提案書に不備や不足があった場合は無効とする。 

・提出された企画提案書は、選定に係る審査以外に、提出者に無断で使用しない。 

・書類の内容について説明可能な担当窓口を明確にすること。 

・提出された企画提案書は返却しない。 

 

９ 選定方法 

（１） 評価方法及び選定方法 

九州国立博物館内に県が別に定める構成員により組織された選定委員会を設け、評価

項目（別表）に基づき、提出書類の評価を行い、競争性・透明性の確保に十分に配慮し

ながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を評価採点します。 

採点後、選定委員会構成員の各評価点の合算が最高点の者を、県の事務の最も合致し

た企画・技術的能力を有する事業者として選定する。 

（２） 評価項目及び評価内容 

別表のとおり 

（３） 選定結果の通知 

選定終了後、７日以内に全ての提出者に書面にて通知する。 

（４） 選定結果の質疑応答 

選定結果に対して質疑がある場合は、通知後１０日以内に限り問合せを受付ける。問

合せは１１に記載する場所まで書面をもって行うこと。質疑に対しては書面にて回答す

る。 

 

１０ 欠格事由 

本要領に示した公募参加資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者、その他選定結

果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行った者の応募は無効とする。 

 

１１ 問合せ先 

福岡県立アジア文化交流センター展示課（九州国立博物館内）担当：秦 

〒８１８－０１１８ 太宰府市石坂４丁目７番２号 

ＴＥＬ０９２－９２９－３２９７ ＦＡＸ０９２－９１８－２８６３ 

 


